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(57)【要約】
【課題】歪み層形成に供されるウェーハで転位発生に対して耐性が高いエピタキシャルウ
ェーハを提供する。
【解決手段】シリコン単結晶から切り出されたシリコン基板表面にシリコンエピタキシャ
ル層が成膜堆積されたエピタキシャルウェーハであって、
　前記シリコンエピタキシャル層表面の酸素濃度が１．０×１０１７～１２×１０１７ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３ とされてなる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン単結晶から切り出されたシリコン基板表面にシリコンエピタキシャル層が成膜
堆積されたエピタキシャルウェーハであって、
　前記シリコンエピタキシャル層表面の酸素濃度が１．０×１０１７～１２×１０１７ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３ (ＡＳＴＭ　Ｆ－１２１，１９７９)とされてなることを特徴とするエ
ピタキシャルウェーハ。
【請求項２】
　請求項１記載のエピタキシャルウェーハには、前記シリコンエピタキシャル層表面に、
１０ＭＰａ～１０００ＭＰａとされる膜応力を生じる歪み層が形成されてなることを特徴
とするエピタキシャルウェーハ。
【請求項３】
　請求項１記載のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　エピタキシャル成長後に非酸化性雰囲気で前記シリコンエピタキシャル層表面の酸素濃
度が１．０×１０１７～１２×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３　(ＡＳＴＭ　Ｆ－１２１，
１９７９)となるように処理する酸素濃度設定熱処理工程を有することを特徴とするエピ
タキシャルウェーハの製造方法。
【請求項４】
　請求項２記載のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　エピタキシャル成長される前記シリコンエピタキシャル層の膜厚が２μｍ以下とされて
なることを特徴とするエピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項５】
　請求項１記載のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　エピタキシャル成長後に非酸化性雰囲気で前記シリコンエピタキシャル層の酸素濃度を
上昇させる酸素濃度設定熱処理工程と、
　前記シリコンエピタキシャル層表面の酸素濃度が１．０×１０１７～１２×１０１７ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３　(ＡＳＴＭ　Ｆ－１２１，１９７９)となるように表面を除去処理する
表面除去工程と、を有することを特徴とするエピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項６】
　請求項５記載のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　エピタキシャル成長される前記シリコンエピタキシャル層の膜厚が２μ～４μｍとされ
るとともに、前記表面除去工程により除去される膜厚が０．６～２．６μｍとされてなる
ことを特徴とするエピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項７】
　請求項３から６のいずれか記載のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　前記酸素濃度設定熱処理工程における熱処理温度が９００℃以上シリコンの融点以下と
されてなることを特徴とするエピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項８】
　シリコン単結晶から切り出されたシリコン基板表面にシリコンエピタキシャル層が成膜
堆積されたエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　エピタキシャル成長後に酸化性雰囲気にて、温度Ｘ（℃）と、処理時間Ｙ（ｓｅｃ）と
される処理条件により前記シリコンエピタキシャル層の酸素濃度を上昇させる酸素濃度設
定熱処理工程を有し、
　前記処理温度Ｘと処理時間Ｙとが、
　処理温度Ｘが８００℃～１４００℃の範囲、処理時間Ｙが１８０ｍｉｎ以下で、かつ、
　　　Ｙ ≧ １．２１×１０１０　ｅｘｐ（－０．０１７６Ｘ）
の関係を満たすように設定されてなることを特徴とするエピタキシャルウェーハの製造方
法。
【請求項９】
　請求項７記載のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
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　前記シリコンエピタキシャル層表面の酸化膜を除去する酸化膜除去工程を有することを
特徴とするエピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項１０】
　請求項３から９のいずれか記載のエピタキシャルウェーハの製造方法において、
　前記シリコンエピタキシャル層表面に、１０ＭＰａ～１０００ＭＰａとされる膜応力を
生じる歪み層を形成する歪み層形成工程を有することを特徴とするエピタキシャルウェー
ハの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エピタキシャルウェーハとその製造方法に係り、特に、デバイス特性を向上
するために歪み層を形成する工程に供するエピタキシャルウェーハに用いて好適な技術に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　微細化が進むシリコンデバイスでは、デバイス特性の向上策としてデバイス活性層であ
るウェーハ表面近傍に歪を付加されることがある。
　例えば、単結晶シリコン基板上にＳｉＧｅ層をエピタキシャル成長させ、該ＳｉＧｅ層
の上に歪みＳｉ層をエピタキシャル成長させた歪みシリコンウェーハや、ＳｉＧｅ層に換
えて表面窒化によるウェーハや、ＳＯＩウェーハが提案されている。
【０００３】
　上記歪みＳｉ層には、Ｓｉに比べて格子定数が大きいＳｉＧｅ層によって、引っ張り歪
みが生じているものであり、この歪みによって、Ｓｉのバンド構造が変化し縮退が解けて
キャリア移動度が高まるので、この歪みＳｉ層をチャネル領域として用いることによって
、通常のバルクシリコンを用いた半導体基板の場合と比べて、１．５倍以上のキャリア移
動の高速化が可能となる。このため、歪みシリコンウェーハは、高速ＭＯＳＦＥＴ、ＭＯ
ＤＦＥＴ、ＨＥＭＴ等に好適である。
【特許文献１】特許第２７９２７８５号公報
【特許文献２】特開２００２－１１８２５４号公報
【特許文献３】特開２００６－２３７２３５号公報
【特許文献４】特開２００２－３５９２０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、ウェーハ表面近傍に付加される歪によって発生する膜応力は非常に大きいので
、この歪からウェーハ表面側に向けて転位が発生するためこれを抑制したいという要求が
あった。
　特に、シリコンエピタキシャル層を成膜し、その表面にＳｉＧｅ等の歪み形成層を成膜
するウェーハにおいては、基板表面となるエピタキシャル層には、その成膜状態がＣＶＤ
であるためこのエピタキシャル層中の酸素濃度が低すぎて、発生した転位の伸展を防止す
ることができないため、デバイス工程において転位ピットが発生するという問題があった
。
【０００５】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、以下の目的を達成しようとするもので
ある。
１．転位発生に対して耐性が高いエピタキシャルウェーハを提供すること。
２．このようなシリコンウェーハの製造方法を提供すること。
３．歪み層を形成した後のデバイス工程等において、高い膜応力が発生しても転位耐性を
有するエピタキシャルウェーハを提供可能とすること。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　発明者らは、鋭意研究を重ね、高膜応力の発生する歪み層成膜とその後工程のデバイス
製造へと供されるエピタキシャルウェーハにおいては、その表面酸素濃度が転位発生に関
係することを突き止めた。これは、次のように考えられる。
【０００７】
　歪み層が形成される表面となるシリコンウェーハの表面にはエピタキシャル層が成膜さ
れているが、このエピタキシャル層は気相成長によるＣＶＤで成膜され、理論的にはこの
エピタキシャル層内に酸素はなく、現実的にも酸素濃度ゼロか、ほとんど存在していない
状態である。このために、歪み層の存在によりこの低酸素部分付近に強い歪み（応力）が
かかるとデバイスプロセスなどの後工程における熱処理において転位が発生してしまうと
考えられる。したがって、このエピタキシャル層における低酸素濃度状態を改善すればよ
い。具体的には、以下に示すように、エピタキシャル層における酸素濃度を所定の範囲ま
たは所定の分布状態に制御することによって、転位発生を抑制することが可能になること
を見出したものである。
【０００８】
　さらに詳細には、上述したエピタキシャル層内の酸素濃度制御には、バルク側からの外
方拡散（Out-diffusion）による酸素濃度上昇、および、この外方拡散で表面側（外側）
の酸素濃度が足りない場合には、その低酸素部分を研磨、エッチング等によって除去する
ことで所定の酸素濃度となっている部分を表面に位置する手法が考えられる。
　さらに、エピタキシャル層内の酸素濃度制御としては、酸素を含む雰囲気ガス（酸化雰
囲気）によって形成された表面酸化膜からの内方拡散（In-diffusion；注入）を利用して
酸素濃度上昇をおこなうことが考えられ、この場合、バルク側からの外方拡散の効果も加
味されるため、より短時間、低温での熱処理で済むと考えられる。これらの熱処理には、
縦型炉によるバッチ式の処理、および、枚葉炉におけるＲＴＡ処理など、酸素濃度制御が
可能であればその方式は問わないものとされる。
【０００９】
　本発明の本発明のエピタキシャルウェーハは、シリコン単結晶から切り出されたシリコ
ン基板表面にシリコンエピタキシャル層が成膜堆積されたエピタキシャルウェーハであっ
て、
　前記シリコンエピタキシャル層表面の酸素濃度が１．０×１０１７～１２×１０１７ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３ (ＡＳＴＭ　Ｆ－１２１，１９７９)とされてなることにより上記課題
を解決した。
　本発明本発明において、上記のエピタキシャルウェーハには、前記シリコンエピタキシ
ャル層表面に、１０ＭＰａ～１０００ＭＰａとされる膜応力を生じる歪み層が形成されて
なることがより好ましい。
　本発明本発明のエピタキシャルウェーハの製造方法は、上記のエピタキシャルウェーハ
の製造方法であって、
　エピタキシャル成長後に非酸化性雰囲気で前記シリコンエピタキシャル層表面の酸素濃
度が１．０×１０１７～１２×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３ (ＡＳＴＭ　Ｆ－１２１，１
９７９)となるように処理する酸素濃度設定熱処理工程を有することが可能である。
　また、また、本発明において、上記のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　エピタキシャル成長される前記シリコンエピタキシャル層の膜厚が２μｍ以下とされて
なる手段を採用することもできる。
　また、また、上記のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　エピタキシャル成長後に非酸化性雰囲気で前記シリコンエピタキシャル層の酸素濃度を
上昇させる酸素濃度設定熱処理工程と、
　前記シリコンエピタキシャル層表面の酸素濃度が１．０×１０１７～１２×１０１７ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３ (ＡＳＴＭ　Ｆ－１２１，１９７９)となるように表面を除去処理する
表面除去工程と、を有することができる。
　本発明本発明においては、上記のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
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　エピタキシャル成長される前記シリコンエピタキシャル層の膜厚が２μ～４μｍとされ
るとともに、前記表面除去工程により除去される膜厚が０．６～２．６μｍとされてなる
ことが望ましい。
　さらにさらに、上記のいずれか記載のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　前記酸素濃度設定熱処理工程における熱処理温度が９００℃以上シリコンの融点以下と
されてなることが可能である。
　本発明の本発明のエピタキシャルウェーハの製造方法は、シリコン単結晶から切り出さ
れたシリコン基板表面にシリコンエピタキシャル層が成膜堆積されたエピタキシャルウェ
ーハの製造方法であって、
　エピタキシャル成長後に酸化性雰囲気にて、温度Ｘ（℃）と、処理時間Ｙ（ｓｅｃ）と
される処理条件により前記シリコンエピタキシャル層の酸素濃度を上昇させる酸素濃度設
定熱処理工程を有し、
　前記処理温度Ｘと処理時間Ｙとが、
　処理温度Ｘが８００℃～１４００℃の範囲、処理時間Ｙが１８０ｍｉｎ以下で、かつ、
　　　Ｙ ≧ １．２１×１０１０　ｅｘｐ（－０．０１７６Ｘ）
の関係を満たすように設定されてなることにより上記課題を解決した。
　本発明本発明においては、上記のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　前記シリコンエピタキシャル層表面の酸化膜を除去する酸化膜除去工程を有することが
好ましい。
　本発明本発明においては、上記のいずれか記載のエピタキシャルウェーハの製造方法に
おいて、
　前記シリコンエピタキシャル層表面に、１０ＭＰａ～１０００ＭＰａとされる膜応力を
生じる歪み層を形成する歪み層形成工程を有することができる。
【００１０】
　本発明の本発明のエピタキシャルウェーハは、シリコン単結晶から切り出されたシリコ
ン基板表面にシリコンエピタキシャル層が成膜堆積されたエピタキシャルウェーハであっ
て、
　前記シリコンエピタキシャル層表面の酸素濃度が１．０×１０１７～１２×１０１７ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３ (ＡＳＴＭ　Ｆ－１２１，１９７９)とされてなることにより、エピタ
キシャル層表面に歪み層を形成した後の熱処理等によって、膜応力が増大した場合でも、
転位の発生を抑制することが可能となる。
　これにより、デバイス工程にて歪み層が形成されるシリコンエピタキシャルウェーハと
して、高速ＭＯＳＦＥＴ、ＭＯＤＦＥＴ、ＨＥＭＴ等に好適などに提供した際に特性の優
れたウェーハを提供することが可能となる。
【００１１】
　ここで、エピタキシャル膜表面とは、酸素濃度を意味するものとする。また、この酸素
濃度は、二次イオン質量分析装置（ＳＩＭＳ）でデプスプロファイルを測定した酸素濃度
のうち、深さ８０～２００ｎｍ位置、好ましくは１００ｎｍにおけるものを意味する。こ
れは、ＳＩＭＳ測定においては、ウェーハ最表面においては試料汚染の影響から測定でき
ないためこれを排除するとともに、外方拡散および内方拡散による影響を正確に判定する
という目的による。
【００１２】
　本発明本発明において、上記のエピタキシャルウェーハには、前記シリコンエピタキシ
ャル層表面に、１０ＭＰａ～１０００ＭＰａとされる膜応力を生じる歪み層が形成されて
なることで、このような膜応力を生じた場合でも、歪み層の形成されたエピタキシャル層
における酸素濃度が上記の範囲に設定されているので、転位発生を抑制することができる
状態で、所望のデバイス特性を有するデバイス構造を有するデバイス製造へシリコンウェ
ーハを供することが可能となる。
【００１３】
　本発明本発明のエピタキシャルウェーハの製造方法は、上記のエピタキシャルウェーハ
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の製造方法であって、
　エピタキシャル成長後に非酸化性雰囲気で前記シリコンエピタキシャル層表面の酸素濃
度が１．０×１０１７～１２×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３ (ＡＳＴＭ　Ｆ－１２１，１
９７９)となるように処理する酸素濃度設定熱処理工程を有することで、非酸化性雰囲気
による熱処理によりバルク側基板シリコンに固溶している酸素がエピタキシャル層に外方
拡散（Out-diffusion）し、その結果、成膜時にはほとんど含有されていなかったエピタ
キシャル層における酸素濃度を上記の範囲まで上昇させることができ、これにより転位発
生を抑制することが可能なシリコンウェーハを製造することが可能となる。
【００１４】
　このようにバルク側からの外方拡散による酸素濃度上昇をおこなう場合、つまり、非酸
化性雰囲気による熱処理では、酸素濃度デプスプロファイルはバルク側が最も高く、表面
側（外側）が最も低い酸素濃度を有することになる。この規定では、エピタキシャル膜中
の酸素濃度最低値を上記の範囲とすることを意味している。また、この酸素濃度最低値と
なる部分が、後工程において歪み層が形成される位置に最も近い部分であるため、酸素濃
度が上記の条件範囲を満たすことによって、歪み層による転位発生およびこの転位がウェ
ーハ厚み方向に伸展することを確実に抑制することが可能となる。
【００１５】
　また、また、本発明において、上記のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　エピタキシャル成長される前記シリコンエピタキシャル層の膜厚が２μｍ以下とされて
なることにより、転位が伸展しない短時間低温の熱処理においても、バルク側からの外方
拡散により転位抑制に必要な酸素濃度をエピタキシャル層の膜厚方向ほぼ全体で実現する
ことができる。つまり、酸素濃度設定熱処理工程において、酸素濃度はエピタキシャル層
のバルク側から表面側に向けて上昇してくるが、上記の範囲よりエピタキシャル層が厚い
場合には、この酸素濃度設定熱処理工程終了時点において、外方拡散による酸素濃度の上
昇が転位抑制基準値に達しない部分が表面側（外側）に残る可能性がある。エピタキシャ
ル層の膜厚を上記の範囲とすることにより、このように外方拡散による酸素濃度上昇が充
分におこなわれ、転位抑制基準値以下の酸素濃度を有する部分が残ることを防止すること
が可能となる。
【００１６】
　また、また、上記のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　エピタキシャル成長後に非酸化性雰囲気で前記シリコンエピタキシャル層の酸素濃度を
上昇させる酸素濃度設定熱処理工程と、
　前記シリコンエピタキシャル層表面の酸素濃度が１．０×１０１７～１２×１０１７ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３ (ＡＳＴＭ　Ｆ－１２１，１９７９)となるように表面を除去処理する
表面除去工程と、を有することにより、酸素濃度設定熱処理工程終了時点において、外方
拡散による酸素濃度の上昇が転位抑制基準値に達しない部分が表面側（外側）に残った場
合であっても、表面除去工程によって、転位抑制基準値以下の酸素濃度を有する部分を除
去して、エピタキシャル層における酸素濃度が上記の転位抑制可能となる条件範囲を満た
すように設定でき、この結果、転位発生を抑制することが可能なシリコンウェーハを製造
することが可能となる。
【００１７】
　本発明本発明においては、上記のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　エピタキシャル成長される前記シリコンエピタキシャル層の膜厚が２μ～４μｍとされ
るとともに、前記表面除去工程により除去される膜厚が０．６～２．６μｍとされてなる
ことにより、バルク側からの外方拡散および表面除去により転位抑制に必要な酸素濃度を
エピタキシャル層の膜厚方向ほぼ全体で実現することができる。つまり、酸素濃度設定熱
処理工程終了時点において、外方拡散による酸素濃度の上昇が転位抑制基準値に達しない
部分が表面側（外側）に残った場合であっても、表面除去工程によって、転位抑制基準値
以下の酸素濃度を有する部分を除去して、エピタキシャル層における酸素濃度が上記の転
位抑制可能となる条件範囲を満たすように設定でき、この結果、転位発生を抑制すること
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が可能なシリコンウェーハを製造することが可能となる。
【００１８】
　さらにさらに、上記のいずれか記載のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　前記酸素濃度設定熱処理工程における熱処理温度が９００℃以上シリコンの融点以下と
されてなることにより、バルク側からの外方拡散により転位抑制に充分な酸素をエピタキ
シャル層の膜厚方向に供給し、表面除去を必要とするかまたはこれをおこなわないエピタ
キシャル層ほぼ全体で転位抑制に必要な酸素濃度を実現することができる。
【００１９】
　本発明の本発明のエピタキシャルウェーハの製造方法は、シリコン単結晶から切り出さ
れたシリコン基板表面にシリコンエピタキシャル層が成膜堆積されたエピタキシャルウェ
ーハの製造方法であって、
　エピタキシャル成長後に酸化性雰囲気にて、温度Ｘ（℃）と、処理時間Ｙ（ｓｅｃ）と
される処理条件により前記シリコンエピタキシャル層の酸素濃度を上昇させる酸素濃度設
定熱処理工程を有し、
　前記処理温度Ｘと処理時間Ｙとが、
　処理温度Ｘが８００℃～１４００℃、８００～１２５０℃の範囲、処理時間Ｙが１８０
ｍｉｎ以下で、かつ、
　　　Ｙ ≧ １．２１×１０１０　ｅｘｐ（－０．０１７６Ｘ）
の関係を満たすように設定されてなることにより、主として、酸素を含む雰囲気ガス（酸
化性雰囲気）によって形成された表面酸化膜からの内方拡散（In-diffusion；注入）を利
用して酸素濃度上昇をおこなうことができ、この結果、エピタキシャル層表面に歪み層を
形成した後の熱処理等によって、膜応力が増大した場合でも、転位の発生を抑制すること
が可能となる酸素濃度をエピタキシャル層において実現する酸素濃度制御をおこなうこと
が可能となる。
【００２０】
　この場合、非酸化性雰囲気処理で説明したバルク側からの外方拡散の効果も加味される
ため、より短時間、低温での熱処理で酸素濃度設定が可能となるため、この熱処理による
スリップ発生等を防止することが可能となる。さらにまた、１．０～８．０×１０１７ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３ (ＡＳＴＭ　Ｆ－１２１，１９７９)程度とされるような低酸素濃度と
して引き上げられた単結晶インゴットからスライスされたウェーハであるか、および／ま
たは低温短時間の熱処理となる場合であって、外方拡散による酸素供給が不足する場合で
あっても、転位抑制に必要な範囲の酸素濃度を実現することができる。
　また、エピタキシャル層表面側（外側）の酸素濃度を内側（バルク側）に比べて高くす
ることが可能となるため、発生した転位伸展を直近で止めることが可能となる。
【００２１】
　本発明本発明においては、上記のエピタキシャルウェーハの製造方法であって、
　前記シリコンエピタキシャル層表面の酸化膜を除去する酸化膜除去工程を有することが
でき、この酸化膜除去工程として、研磨あるいはＨＦ等によるエッチングなどの表面除去
処理を採用することが好ましい。これにより、表面にエピタキシャル層を成膜したままの
表面状態に対応するウェーハを製造することが可能となる。
【００２２】
　本発明本発明においては、上記のいずれか記載のエピタキシャルウェーハの製造方法に
おいて、
　前記シリコンエピタキシャル層表面に、１０ＭＰａ～１０００ＭＰａとされる膜応力を
生じる歪み層を形成する歪み層形成工程を有することで、このような膜応力を生じた場合
でも、歪み層の形成されたエピタキシャル層における酸素濃度を上記の範囲に設定するこ
とが可能となり、このため、転位発生を抑制することができる状態で、所望のデバイス特
性を有するデバイス構造を有するデバイス製造へシリコンウェーハを供することができる
。
【発明の効果】
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【００２３】
　本発明によれば、歪み層により高い膜応力を発生した場合でも、転位抑制が可能なエピ
タキシャルウェーハを提供することが可能となるという効果を奏することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明に係るエピタキシャルウェーハとその製造方法の第１実施形態を、図面に
基づいて説明する。
【００２５】
　図１は、本実施形態におけるエピタキシャルウェーハを示す正断面図、図２は、本実施
形態におけるエピタキシャルウェーハの製造方法を示すフローチャートであり、図におい
て、符号Ｗはエピタキシャルウェーハを示すものである。
【００２６】
　本実施形態のエピタキシャルウェーハＷは、図１に示すように、ＣＺ法等によって引き
上げられた単結晶インゴットからスライスされたシリコン基板Ｗ０の表面に、エピタキシ
ャル層Ｗ１が成膜されたものとされる。
　エピタキシャル層Ｗ１の膜厚Ｔ１は１．５～２．５μｍ、好ましくは２μｍ程度とされ
る。このエピタキシャル層Ｗ１の表面酸素濃度が１．０×１０１７～１２×１０１７ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３ とされてなる。
　この表面酸素濃度Ｏｉは、深さＤ１の値が８０～２００ｎｍ位置、好ましくは１００ｎ
ｍに位置する測定点Ｗｋにおける酸素濃度とされている。
【００２７】
　本実施形態のエピタキシャルウェーハＷは、図２に示すように、ウェーハ準備工程Ｓ０
１、エピタキシャル層成膜工程Ｓ０２、酸素濃度設定熱処理工程Ｓ０３、歪み層形成工程
Ｓ０５、熱処理工程Ｓ０６とを有する本実施形態の製造方法によって製造される。
【００２８】
　本実施形態の製造方法において、図２に示すウェーハ準備工程Ｓ０１は、ＣＺ（チョク
ラルスキー）法や、ＭＣＺ（磁場印加チョクラルスキー）法等によって、引き上げられた
単結晶シリコンインゴットを、スライス、面取り、研削、ラッピング、エッチング、研磨
、洗浄、ＤＫ等の熱処理を含む必要な各工程によって、表面が鏡面研磨されたシリコンウ
ェーハＷ０を準備する全ての工程を含むものとされる。
【００２９】
　図２に示すエピタキシャル層成膜工程Ｓ０２においては、所定の膜厚のシリコンエピタ
キシャル層Ｗ１をシリコンウェーハＷ０表面に成膜する。この際、トリクロロシラン等の
ガス雰囲気で、１１５０～１２８０℃の処理条件で成膜をおこなう。なおボロン、リン等
の必要なドーパントを添加することもできる。この際、エピタキシャル層Ｗ１の膜厚Ｔ１
は、１．５～２．５μｍ、好ましくは２μｍ程度となるように成膜がおこなわれる。この
ように膜厚Ｔ１を設定することにより、酸素濃度設定熱処理工程Ｓ０３における非酸化性
雰囲気における外方拡散によって、酸素濃度設定熱処理工程Ｓ０３後に表面を除去するこ
となく必要な酸素濃度をエピタキシャル層Ｗ１に与えることが可能となる。
【００３０】
　図２に示す酸素濃度設定熱処理工程Ｓ０３においては、熱処理温度が９００℃以上シリ
コンの融点以下とされ、かつ、エピタキシャル層Ｗ１の表面酸素濃度が１．０×１０１７

～１２×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３ となるように処理温度・時間等の条件が設定され
る。
この際、縦型炉によるバッチ式の処理、および、枚葉炉におけるＲＴＡ処理など、酸素濃
度の制御として上記の範囲に設定可能であればその方式は限定されない。さらに、酸素濃
度制御可能となる条件であれば、昇温速度、降温速度の設定も自由である。
【００３１】
　本実施形態における酸素濃度設定熱処理工程Ｓ０３においては、その雰囲気ガスは非酸
化性雰囲気として処理をおこなう。具体的には、Ａｒ、水素、ＨＣｌ、窒素、不活性ガス
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、あるいはこれらの混合ガス雰囲気が選択される。
　この酸素濃度設定熱処理工程Ｓ０３により、シリコンウェーハＷ０から外方拡散された
酸素によって所定の状態に酸素濃度の設定されたエピタキシャル層Ｗ１を有するエピタキ
シャルウェーハＷが製造される。このとき、エピタキシャル層Ｗ０１の酸素濃度は、図７
（ａ）に示すようにシリコン基板Ｗ０側から表面側に徐々に低下し、測定点Ｗｋで１．０
×１２１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３ 以上となるデプスプロファイルを有することになる。
【００３２】
　図２に示す歪み層形成工程Ｓ０５においては、本実施形態のエピタキシャルウェーハＷ
における所定の状態に酸素濃度の設定されたエピタキシャル層Ｗ１表面に、１０ＭＰａ～
１０００ＭＰａとされる膜応力を生じる歪み層を、後述するように形成する。
【００３３】
　図２に示す熱処理工程Ｓ０６は、例えばデバイス工程における熱処理とされ、この熱処
理工程Ｓ０６においては歪み層によって、８０ＭＰａ～１０００ＭＰａとされる膜応力を
生じた場合であっても本実施形態のエピタキシャルウェーハＷであれば転位の発生を抑制
することが可能となる。
【００３４】
　以下、本発明に係るエピタキシャルウェーハとその製造方法の第２実施形態を、図面に
基づいて説明する。
【００３５】
　図３は、本実施形態におけるエピタキシャルウェーハを示す正断面図、図４は、本実施
形態におけるエピタキシャルウェーハの製造方法を示すフローチャートである。
【００３６】
　本実施形態において、上述した第１実施形態と異なるのは、エピタキシャル層Ｗ２の膜
厚Ｔ２、表面除去工程Ｓ０４に関する部分であり、それ以外で対応する構成要素には同一
の符号を付してその説明を省略する。
【００３７】
　本実施形態のエピタキシャルウェーハＷは、図３に示すように、シリコン基板Ｗ０の表
面に、エピタキシャル層Ｗ２が成膜されたものとされる。
　エピタキシャル層Ｗ２の膜厚Ｔ２は１．５～２．５μｍ、好ましくは２μｍ程度とされ
る。
【００３８】
　本実施形態の製造方法においては、図４に示すように、ウェーハ準備工程Ｓ０１、エピ
タキシャル層成膜工程Ｓ２２、酸素濃度設定熱処理工程Ｓ０３、表面除去工程Ｓ０４、歪
み層形成工程Ｓ０５、熱処理工程Ｓ０６とを有するものとされる。
【００３９】
　本実施形態の製造方法において、図４に示すエピタキシャル層成膜工程Ｓ２２において
は、所定の膜厚のシリコンエピタキシャル層Ｗ２をシリコンウェーハＷ０表面に成膜する
。この際、エピタキシャル層Ｗ２の膜厚Ｔ２は、２～４μｍ程度、あるいは、３．５～４
．５μｍ、好ましくは４μｍ程度となるように成膜がおこなわれる。このように膜厚Ｔ２
を設定することにより、酸素濃度設定熱処理工程Ｓ０３における外方拡散によって、酸素
濃度設定熱処理工程Ｓ０３後の表面除去工程Ｓ０４において表面を除去することで必要な
酸素濃度をエピタキシャル層Ｗ２に与えることが可能となる。
【００４０】
　図４に示す表面除去工程Ｓ０４においては、外方拡散によっても酸素濃度が１．０×１
０１７～１２×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３ となる条件を満たさない表面付近の低酸素
部分を除去するものであり、除去をおこなう手段としては、ウェーハ準備工程Ｓ０１にお
ける研磨工程と同等の研磨処理、あるいは、エッチング工程と同様なＨＦ処理等が適応可
能であるが、酸素濃度の低い部分が充分除去可能であればこれらの手段に限定されない。
表面除去工程Ｓ０４が研磨処理でおこなわれる場合には、その研磨代を０．３～３μｍ程
度、あるいは、０．６～２．６μｍ、に設定することができる。
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【００４１】
　本実施形態のエピタキシャルウェーハＷであれば、図４に示す熱処理工程Ｓ０６におい
て歪み層によって、１０ＭＰａ～１０００ＭＰａとされる膜応力を生じた場合であっても
低酸素部分が除去されているので転位の発生を抑制することが可能となる。
【００４２】
　以下、本発明に係るエピタキシャルウェーハとその製造方法の第３実施形態を、図面に
基づいて説明する。
【００４３】
　図５は、本実施形態におけるエピタキシャルウェーハを示す正断面図、図６は、本実施
形態におけるエピタキシャルウェーハの製造方法を示すフローチャートである。
【００４４】
　本実施形態において、上述した第１、２実施形態と異なるのは、エピタキシャル層Ｗ３
、酸素濃度設定熱処理工程Ｓ３３、表面除去工程Ｓ３４に関する部分であり、それ以外で
対応する構成要素には同一の符号を付してその説明を省略する。
【００４５】
　本実施形態のエピタキシャルウェーハＷは、図５に示すように、シリコン基板Ｗ０の表
面に、エピタキシャル層Ｗ３が成膜されたものとされる。
　エピタキシャル層Ｗ３の膜厚Ｔ２は３．５～４．５μｍ、好ましくは４μｍ程度とされ
る。
【００４６】
　本実施形態の製造方法においては、図６に示すように、ウェーハ準備工程Ｓ０１、エピ
タキシャル層成膜工程Ｓ３２、酸素濃度設定熱処理工程Ｓ３３、表面除去工程Ｓ３４、歪
み層形成工程Ｓ０５、熱処理工程Ｓ０６とを有するものとされる。
【００４７】
　本実施形態の製造方法において、図６に示すエピタキシャル層成膜工程Ｓ３２において
は、所定の膜厚のシリコンエピタキシャル層Ｗ３をシリコンウェーハＷ０表面に成膜する
。この際、エピタキシャル層Ｗ３の膜厚Ｔ３は、２～６μｍ程度、あるいは、３．５～５
．５μｍ、好ましくは４μｍ程度となるように成膜がおこなわれる。
【００４８】
　図６に示す酸素濃度設定熱処理工程Ｓ３３においては、熱処理温度が９００℃以上シリ
コンの融点以下とされ、かつ、エピタキシャル層Ｗ３の表面酸素濃度が１．０×１０１７

～１０×１２１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３ となるように処理温度・時間等の条件が設定され
る。
この際、縦型炉によるバッチ式の処理、および、枚葉炉におけるＲＴＡ処理など、酸素濃
度の制御として上記の範囲に設定可能であればその方式は限定されない。さらに、酸素濃
度制御可能となる条件であれば、昇温速度、降温速度の設定も自由である。
　本実施形態における酸素濃度設定熱処理工程Ｓ３３においては、その雰囲気ガスは酸化
性雰囲気として処理をおこなう。具体的には、酸素、酸素を含む不活性ガス雰囲気、酸素
と非酸化性ガスの混合ガス雰囲気が選択される。酸素と非酸化性混合ガスの混合ガス雰囲
気で処理される場合は酸素ガス濃度を３%以上にすることが望ましい。
　この酸素濃度設定熱処理工程Ｓ３３により、エピタキシャル層Ｗ３の表面に酸化膜が形
成されるとともに、内方拡散された酸素によって所定の状態に酸素濃度の設定されたエピ
タキシャル層Ｗ３を有するエピタキシャルウェーハＷが製造される。
　同時に、シリコンウェーハＷ０からの外方拡散によってもエピタキシャル層Ｗ３の酸素
濃度が上昇する。このため、エピタキシャル層Ｗ０３の酸素濃度は、図７（ｂ）に示すよ
うにＭ字形を有することになる。
【００４９】
　図６に示す表面除去工程Ｓ３４においては、シリコンエピタキシャル層Ｗ３表面に形成
された酸化膜を除去する酸化膜除去工程とされ、具体的には、希釈ＨＦ溶液中によってウ
ェーハ表面の酸化膜を除去することができる。
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【００５０】
　本実施形態のエピタキシャルウェーハＷであれば、図６に示す熱処理工程Ｓ０６におい
て歪み層によって、１０ＭＰａ～１０００ＭＰａとされる膜応力を生じた場合であっても
低酸素部分が除去されているので転位の発生を抑制することが可能となる。
【００５１】
　以下、上記の各実施例において製造されたエピタキシャルウェーハＷが供される歪み層
形成工程Ｓ０５について説明する。
【００５２】
　図８は、本発明のエピタキシャルウェーハが供されるデバイス製造工程で歪み層が形成
された半導体基板の一例としての断面構造を示すものである。
　歪み層形成工程Ｓ０５においては、エピタキシャルウェーハＷ表面に部分的に形成され
てデバイスの一部分となる歪み層を形成するものとされる。この歪み層は、１０ＭＰａ～
１０００ＭＰａとされる膜応力を生じるものとされる。この歪み層は、具体的には、図８
に示すように、ゲート領域Ｇの直下を除いて、ソース領域Ｓ，ドレイン領域Ｄとしてエピ
タキシャルウェーハＷ表面に部分的に形成されて、矢印ｔｅで示すように、ウェーハ表面
の面内方向に膜応力を生じるＳｉＧｅ膜、窒化膜、ＳｉＣ等とされる。また、膜応力を発
生するものであれば、図８に示す構成に限定されるものではなく、またその形成方法も特
に限定されるものではない。
【００５３】
　従って、歪み層形成工程Ｓ０５はデバイス製造工程に含まれることができ、本発明にお
けるエピタキシャルウェーハＷは、このようなデバイス製造工程に供されるウェーハとさ
れる。
【実施例】
【００５４】
　以下、本発明に係る実施例について説明する。
【００５５】
＜実施例１＞
　直径３００ｍｍのＣＺ単結晶ウェーハから切り出され、鏡面加工が施されたウェーハに
所定の膜厚のＳｉエピタキシャル成長を実施したウェーハを実験例１とした。この実験例
と同様にしたサンプルに、その後１０００℃／０．５ｈｒの処理をＡｒ雰囲気で縦型炉を
用いて実施して実験例２～６として。また実験例７～１２としてはＲＴＡ処理炉を用いて
１１５０℃／３０ｓｅｃ処理をＡｒ雰囲気で実施している。このように熱処理されたウェ
ーハをその後、表面側から所定研磨量研磨しサンプル作成した。これらの諸元を表１に示
す。
【００５６】
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【表１】

【００５７】
　表１においては、また各サンプルにおいて、ＳＩＭＳを用いてウェーハ表層の酸素濃度
を測定した結果を示す。ＳＩＭＳ測定の場合、ウェーハ最表面は試料汚染の影響から測定
は不可能である。そこで、汚染影響のない１００ｎｍ深さの酸素濃度を”表面酸素濃度”
として表１に示している。
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【００５８】
　次に応力負荷試験について説明するが、上記サンプルのウェーハ表面側に深さ１００ｎ
ｍ，　幅５０μｍ、長さ１ｍｍのライン状のくぼみを作成し、長さ３ｃｍ、幅１．５ｃｍ
に切り出した。この切り出されたサンプルを支点間距離２ｃｍにて３点曲げ試験を実施し
た。この際、ウェーハ表面側に引張応力を負荷しており、試験温度は８００℃である。加
えた加重は５０Ｎであった。その後、サンプルは室温まで冷却され、Wright etching を
２μｍ実施し、ライン状くぼみから発生した転位Ｐｉｔを測定した。
　表１においては、転位Ｐｉｔが１×１０５ 個／ｃｍ２ 以上の場合を×で、転位Ｐｉｔ
が１×１０４　／ｃｍ２ 以下の場合を○で、転位Ｐｉｔが検出されない場合を◎とした
。
【００５９】
　エピタキシャル成長直後では表面酸素濃度が検出できない。これはエピタキシャル成長
はＣＶＤ成長であり、エピ成長膜中には不純物である酸素がほとんど存在していないから
である。このようなウェーハに熱処理を加えると、基板中の酸素が表面側に熱拡散し、エ
ピタキシャル膜中に酸素が存在するようになる。
　また、ウェーハ表面酸素濃度が１×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３　を超えると転位の発
生が抑制されていることがわかる。
　これは、ウェーハ表面に作成したライン状くぼみに３点曲げ試験し応力負荷した際に、
応力集中して転位が発生するが、その応力集中部で酸素濃度が高い場合に転位の発生の臨
界応力が増大し、その発生を抑制したことに起因すると考えられる。
　実験例７～１２を比較すれば、成長させたエピタキシャル層が薄いほど、浅い研磨代で
転位発生抑制の効果が得られることがわかる。これは、酸素は基板から表面側への熱拡散
であり、エピタキシャル成長膜厚が薄いほど、エピ層中の酸素濃度が高濃度になるからで
あると考えられる。
【００６０】
＜実施例２＞
　直径３００ｍｍのＣＺ単結晶ウェーハから切り出され、鏡面加工が施されたウェーハに
所定の膜厚のＳｉエピタキシャル成長を実施した。成長したエピタキシャル膜厚は４μｍ
である。その後、種々の熱処理を実施した。処理時間が１８０ｓｅｃ以下のものは酸化性
雰囲気のＲＴＡ炉にて、１８０ｓｅｃ以上のものはＮ２とＯ２の混合雰囲気（Ｏ２＝１０
％）として縦型炉にて処理した。熱処理後、希釈ＨＦ溶液中で形成した酸化膜を除去し、
実施例１と同様な応力負荷試験を実施した。その結果を図９に示す。
【００６１】
　この結果から、酸化性雰囲気では、エピタキシャル層表面が酸化され、酸素が表面より
In-diffusion(注入)されること、および、酸素が基板側より熱拡散されること、によりエ
ピタキシャル層の酸素濃度が高濃度化することがわかる。転位抑制効果を得るためには、
温度Ｘ（℃）と、処理時間Ｙ（ｓｅｃ）とが、
　　　Ｙ ≧ １．２１×１０１０　ｅｘｐ（－０．０１７６Ｘ）
　の関係を満たす様に熱処理条件を設定する必要があることがわかる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明に係るエピタキシャルウェーハの第１実施形態を示す正断面図である。
【図２】本発明に係るエピタキシャルウェーハの製造方法における第１実施形態を示すフ
ローチャートである。
【図３】本発明に係るエピタキシャルウェーハの第２実施形態を示す正断面図である。
【図４】本発明に係るエピタキシャルウェーハの製造方法における第２実施形態を示すフ
ローチャートである。
【図５】本発明に係るエピタキシャルウェーハの第３実施形態を示す正断面図である。
【図６】本発明に係るエピタキシャルウェーハの製造方法における第３実施形態を示すフ
ローチャートである。
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【図７】本発明におけるエピタキシャル層における膜厚方向の酸素濃度分布を示す模式図
である。
【図８】本発明のエピタキシャルウェーハが供されるデバイス製造工程で歪み層が形成さ
れた半導体基板の一例としての断面構造を示すものである。
【図９】本発明の実施例における酸素濃度設定熱処理工程の温度と処理時間との関係およ
び熱処理の結果を示すグラフである。
【符号の説明】
【００６３】
Ｗ…エピタキシャルウェーハ
Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３…エピタキシャル層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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